
1 

○松戸市雨どい取付型雨水貯留タンク設置事業補助金交付要綱 

平成28年３月31日 

松戸市告示第130号 

（趣旨） 

第１条 市長は、河川等への雨水の集中的な流入を抑制するとともに、水資源

を有効に活用するため、市内において雨どい取付型雨水貯留タンクを設置す

る者に対し、その設置に係る費用について、予算の範囲内において、松戸市

補助金等交付規則（昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。）及

びこの要綱に基づき補助金を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において「雨どい取付型雨水貯留タンク」とは、雨水を貯留

することにより河川等への流出を抑制するとともに、散水等の水として活用

できる施設をいう。 

（補助対象者） 

第３条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対

象者」という。）は、市内に建築物を所有している者（会社法（平成17年法

律第86号）第２条第１号に規定する会社を除く。）であって、自己所有の建

築物に雨どい取付型雨水貯留タンクの設置を行うものとし、かつ、補助金の

交付申請時に市税を滞納していないものとする。 

（補助対象施設） 

第４条 補助金の対象となる雨どい取付型雨水貯留タンクは、次の各号のいず

れにも該当するものとする。 

（1） 100リットル以上の雨水を貯める機能を有すること。 

（2） 貯留した雨水を散水等の用に供するための機能を有すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の

対象としない。 

（1） 補助対象者が過去に雨どい取付型雨水貯留タンクに係る補助金の交付

を受け、２年を経ていないとき。 
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（2） 雨どい取付型雨水貯留タンクの接続する雨どいへの雨水の流入が僅少

であり、十分な雨水貯留効果が期待できないものであるとき。 

（3） その他市長が補助金の交付を行うことが不適当であると認めたとき。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の表に掲げるのとおりとする。 

雨どい取付型雨

水貯留タンクの

貯留量 

補助金の額 

最大貯留量が300

リットル未満 

雨どい取付型雨水貯留タンクの設置に要した額に2分の1を乗

じて得た額（1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）に相当する額。ただし、1基につき20,000円を限度と

する。 

最大貯留量が300

リットル以上 

雨どい取付型雨水貯留タンクの設置に要した額に2分の1を乗

じて得た額（1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）に相当する額。ただし、1基につき30,000円を限度と

する。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、雨どい取付型雨水貯留タンクの

設置に係る契約を締結する前に、松戸市雨どい取付型雨水貯留タンク設置事

業補助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添付して、市長に

提出しなければならない。ただし、申請者の同意を得て市長が公簿等によっ

て確認することができるときは、第６号の書類を省略することができる。 

（1） 雨どい取付型雨水貯留タンクを設置する土地の位置図 

（2） 建築物の配置図に雨どい取付型雨水貯留タンクの設置箇所を示した図

面 

（3） 雨どい取付型雨水貯留タンクの構造図 

（4） 雨どい取付型雨水貯留タンク設置工事に係る見積書の写し 

（5） 貯留した雨水の利用計画書 
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（6） 市税に係る納税証明書 

（7） その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、

松戸市雨どい取付型雨水貯留タンク設置事業補助金交付決定（却下）通知書

（第２号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（状況報告） 

第８条 市長は必要に応じ、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者

（以下「補助金交付決定者」という。）に対し、雨どい取付型雨水貯留タン

クの設置状況を報告させることができる。 

第９条 補助金交付決定者は、雨どい取付型雨水貯留タンクの設置工事が予定

の期間内に完了しない場合又は当該工事の遂行が困難となった場合において

は、速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。 

（実績報告） 

第１０条 補助金交付決定者は、雨どい取付型雨水貯留タンクの設置工事の完

了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、松戸市雨どい取

付型雨水貯留タンク設置事業補助金実績報告書（第３号様式）に次に掲げる

書類を添付して、市長に報告しなければならない。 

（1） 雨どい取付型雨水貯留タンクの設置工事の施工前後の状況がわかる写

真 

（2） 雨どい取付型雨水貯留タンクの設置に係る工事の領収書の写し 

（3） その他市長が必要と認める書類 

（交付額の確定） 

第１１条 市長は、規則第12条の規定による補助金の額を確定したときは、松

戸市雨どい取付型雨水貯留タンク設置事業補助金確定額通知書（第４号様式）

により、補助対象者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１２条 補助金の交付は、松戸市雨どい取付型雨水貯留タンク設置事業補助
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金交付請求書（第５号様式）により行う。 

（維持管理） 

第１３条 補助金の交付を受けた者は、適宜雨どい取付型雨水貯留タンク内の

雨水を放流する等、雨どい取付型雨水貯留タンクを常に良好な状態で維持管

理するよう努めなければならない。 

（協力及び指導） 

第１４条 補助金の交付を受けた者は、市長が行う雨どい取付型雨水貯留タン

クの維持管理に係る調査に協力するものとする。 

２ 市長は、前項の規定に基づく調査等により第13条の規定に定める維持管理

が不十分であると認める場合にあっては、補助金の交付を受けた者、雨どい

取付型雨水貯留タンクを利用する者等に対し、維持管理の改善を指導するこ

とができる。 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月30日松戸市告示第267号） 

この告示は、公示の日から施行する。 


